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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

 

 

In brief 
A look at current financial reporting issues 

2022 年 12 月 22 日 
No. 2022-21 
欧州連合（EU）の企業サステナビリティ報告指令（CSRD）が最終化 

要点 

最終化された EUの企業サステナビリティ報告指令（CSRD）は EU官報に掲載されており、2023年 1月 5日

に発効します。 

 

 2022年12月16日、欧州議会および欧州理事会による採択後、最終化されたCSRDがEU官報に掲載され

ました。 

 EU加盟国は、当該指令を国内法制化するために18カ月の期間が与えられています。 

 最終指令は、2022年6月に成立した暫定的な政治的合意の結果を確認するものです。 

 CSRDは、EU域内だけでなく域外も含む多くの企業に影響を及ぼすと見込まれる、広範囲にわたる新たな

サステナビリティ報告の要求事項を定めたものです。 

 CSRDの適用範囲に含まれる企業のうち、最も早い企業は、2024年度から新しいサステナビリティ規則を

適用しなければなりません。 

論点 

2021年4月、欧州委員会（EC）は、欧州グリーンディールを背景に、EUにおける2050年の気候中立達成という

最終目標や野心的なサステナブル金融戦略に向けて、「企業サステナビリティ報告指令（CSRD）」の提案を公

表しました。CSRDの目的は、2014年の非財務報告指令（NFRD）によって導入された非財務報告規則を抜本

的に改正および強化することです。CSRD提案の公表と数カ月にわたる政治的な三者協議の後、欧州議会およ

び欧州理事会は2022年6月に暫定合意に達しました。これに続いて、最終合意書が公表されました。欧州議会

と欧州理事会による採択後、2022年12月16日に最終指令（EU2022/2464）がEU官報に掲載されました。この

最終指令はEU加盟国のすべての言語で閲覧できます。最終版の法律文書は、合意文書に定められた暫定的

な政治的合意の結果内容を確認するものです。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464&qid=1671182094889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464&qid=1671182094889
https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en#review
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10835-2022-INIT/x/pdf
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どのような影響を受けるか 

CSRDの目的は、サステナビリティ報告を財務報告と同等の水準にすることです。そのためには、適用範囲の拡

大や、環境、社会およびガバナンスに関して、より詳細で標準化された報告要求事項など、多くの施策が必要と

なりました。欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）として知られる強制的なサステナビリティ報告基準は、特定

の報告要求事項を成文化したものです。また、CSRDは、報告された情報へのアクセスのしやすさや利用のしや

すさの確保に努めています。したがって、関連する開示は、（連結）経営者報告書の専用のセクションに含めら

れ、機械読取り可能形式でデジタル化が行われます。CSRDは、報告された情報の信頼性を高めるために、当

初は限定的な保証ですが、サステナビリティに関する報告された情報（ESRS準拠を含む）について独立した第

三者による保証義務が導入されます。さらに、CSRDには、現行のエンフォースメント制度をサステナビリティ報

告にも適用すること、社会的影響度の高い事業体（Public Interest Entities：PIE）の監査委員会の業務を拡大し

て、財務報告だけでなくサステナビリティ報告に対する責任も対象とすることも含まれています。 

 
CSRDによるサステナビリティ報告の範囲拡大により、EUタクソノミー規制第8条に基づく情報開示がより多くの

企業に義務づけられることは注目に値します。EUタクソノミーは、環境的にサステナブルな経済活動のリストを

定めた分類システムです。企業は、自社の活動がEUタクソノミー制度の下で環境的にサステナブルであると認

定された経済活動にどのように、そしてどの程度関わっているかを報告する必要があります。 

適用対象と適用日 

CSRDは、新しいサステナビリティ報告制度に影響を受ける企業の範囲を大幅に拡大しています。EUで事業を

行う約5万社が新規制によって影響を受けると推定されています。要約すると、CSRDは、3種類の企業（EU法

令では「事業体（undertakings）」と呼ばれる）およびグループを対象にし、適用開始には下記のような段階的な

アプローチが用いられます。 

 

対象 

内容 

大規模企業／グループや上場企業について範囲を大幅に拡大 

場所 

方法 

責任 

法執行 

保証 

 サステナビリティ報告のコンテンツの拡大 
 EU は独自の欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）を策定 
 ダブルマテリアリティを明確に定義 

サステナビリティ報告を（連結）経営者報告書の専用のセクションに含めることを義務付ける  

（連結）経営者報告書のデジタル化およびタクソノミーの開示を含むサステナビリティ情報の 

タグ付け 

サステナビリティ報告もカバーするよう、監督委員会／監査委員会の役割を拡大  

現行のエンフォースメント制度をサステナビリティ報告にも適用  

当初は限定的保証により、その後合理的保証に移行するという形での独立の第三者保証 
（遅くとも 2028 年 10 月 1 日までに、実現可能性に関する EC 決定が見込まれている） 

注意！ 
適用開始はさまざまであり、 
2024 年度から開始 
（2025 年に報告） 

EU タクソノミー規則第 8 条  
適用範囲の拡大 

適用対象 

 
適用時期 

 

2024 年度について 
2025 年に報告 

2025 年度について 
2026 年に報告 

2026 年度について 
2027 年に報告 

NFRD 対象の事業体 

CSRD で新たな対象となる
大規模事業体／グループ   
上場している中小事業体 ** 

2028 年度について 
2029 年に報告 

2024 年度について 
2025 年に報告 

2025 年度について 
2026 年に報告 

2026 年度について 
2027 年に報告 

従業員数 500 人超の 
大規模発行体 

その他の発行体 

 中小事業体である発行体 

新 EU 会計指令 19a 条 

新 EU 透明性指令 4 条 

新 EU 会計指令 40a-d 条 

新 EU 会計指令 29a 条 

発行体 

EU 事業体 * 

第三国事業体 

 特定の要件を満たす EU 子会社または EU 支店を有する第三国事業体 
 直近の 2 連続の会計年度の各年度の EU 域内純売上高が€150 百万超 

 非 EU の発行体も含む（すなわち、EU 域外に所在する事業体） 

単一の事業体 
 大規模事業体 
 上場している中小事業体（SME） 

グループ 

 大規模グループの親会社 

* 特別規則が信用機関および保険会社に適用される（特に、法形態および適用開始に関して） ** 上場 SME は、2028 年 1 月 1 日より前に開始する会計年度に
ついては、オプトアウトの可能性を有している。 
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次のことに留意する必要があります。

 企業がその親会社の連結サステナビリティ報告書に含まれている場合、一定の免除規定がある。

 二重の報告が一部の場合において発生する可能性がある（すなわち、EU域外に本社を置く企業のグロー

バル・グループのレベルと、EU子会社またはEU支社のレベルにおいてサステナビリティ報告が要求され

る可能性がある）。

 実際の分析は複雑であり、企業は規則を注意深く検討し、法律専門家の早期関与の必要性を評価すべき

である。

次のステップ

2023年1月初旬のCSRDの発効後、EU加盟国は、18カ月の期間をかけて国内法制化を行います。移行プロセ

ス中に各EU加盟国は、CSRDに明記されているよりも厳格な国内規定を制定する、および／または、EU加盟国

の裁量にゆだねられた規定を決定する選択肢を有しています。

詳細情報

新しいEUサステナビリティ報告制度について、以下で詳細な情報が入手可能です。 

 PwCのIn brief INT2022-18「EFRAGがESRS草案を欧州委員会に提出」（和訳はこちら）

 PwCのEUサステナビリティ報告ニュースレター＃5のCSRDとESRS草案について

 PwCのIn depth INT2022-11「CSRD案とは何かについて知っておくべきこと」（和訳はこちら）

 PwCのIn depth  INT2021-07「EUタクソノミー規則第8条の実務」（和訳はこちら）

© 2022 PwC. All rights reserved. 
PwC refers to the PwC Network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see 
www.pwc.com/structure for further details.  
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional 
advisors. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_briefs/in_briefs_INT/in_briefs_INT/efrag-submits-draft-european.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_briefs/in_briefs_JP/20221129_inbrief_int.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/esg/external/esg-external/eu-sustainability/eu-newsletter-5-sustainability-reporting.html#pwc_topic
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/esg/external/esg-external/eu-sustainability/eu-newsletter-5-sustainability-reporting.html#pwc_topic
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Whats-CSRD-Its-important-to-know.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_depths/in_depths_JP/20220804_intheloop.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Art-8-of-the-EU-Taxonomy-Regulation-in-practice/Art-8-of-the-EU-Taxonomy-Regulation-in-practice1.html#pwc-topic.dita_74127850-a85d-403d-b878-953dae5a6833
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_depths/in_depths_JP/20210729_indepth_int.html
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